
５ 各種認定の取消し後の再取得について

（１）くるみん認定・トライくるみん認定が取り消された場合
→取消し後３年間はくるみん認定・トライくるみん認定の取得ができません。

（２）プラチナくるみん認定（特例認定）が取り消された場合
→取消し後新たにくるみん認定又はトライくるみん認定を取得しなければ、

プラチナくるみん認定（特例認定)の取得ができません。
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認
定

認定の取消し

R5
３.31

R8
３.31

認定の再取得不可期間（３年間）

行動計画① 行動計画②

行動計画②についての認定は可能

○認定基準を満たさなくなった場合や、それ以外の自発的な理由等によって各種認定を
辞退することができます。

○原則、各種認定を辞退した場合も、再取得までの期間は取消しの場合と同じく３年間です。

○ただし、プラチナくるみん認定（特例認定）の辞退理由が「44ページ２（２）の(ⅰ)～
(ⅳ)の基準を満たさないため」である場合は、辞退を承認された日から３年を経過せずと
も、新たにくるみん認定又はトライくるみん認定を取得することなく、他に策定された行
動計画についてプラチナくるみん認定（特例認定）の基準を再度満たせば特例認定を取得
できます。

R6
３.31

R7
３.31

公
表
・
取
消

「両立支援のひろば（https://ryouritsu.mhlw.go.jp/）」は、厚生労働省が運営するウェブ
サイトです。
・一般事業主行動計画を公表する「一般事業主行動計画公表サイト」
・自社の両立支援の取組状況をチェックし、その結果を踏まえ一般事業主行動計画を作成で
きる「両立診断サイト」

・企業や労働者向けのお役立ち情報など、
職場で両立支援を進めるための各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。
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公
表
・
取
消

自社の状況を「両立指標」を
使って客観的に診断できます。

また、その結果に基づき、自社
に向いている「行動計画」が提案
されます。

企業の好事例を
紹介しています。

他社の取組が
「業種」「地域」
「規模」「くるみ
ん取得の有無」な
ど詳細な条件で検
索できます。

自社の行動計画
や取組を広く外部
に公表できます。

プラチナくるみ
ん認定企業による
次世代育成支援対
策の実施状況の公
表はこちらから公
表してください。

男女の育児休業
等取得率を両立支
援のひろばで公表
することが認定基
準となっています。
こちらから公表し
てください。

育児・介護休業法の改正によ
り、301人以上の企業は、令和
７年４月1日以降、育児休業の
取得の状況を年１回公表するこ
とが義務付けられています。両
立支援のひろばでも公表できま
すので、ぜひご活用ください。

■■「「両両立立支支援援ののひひろろばば」」ににつついいてて

○同一の子について「育児休業等」と「育児目的休暇制度」の両方を利用した場合は、
１人としてカウントします。

○中小事業主については別途、公表前事業年度とその前の一定期間（最長３年間）を
合わせて計算した値を、任意で公表できます。

○特例の適用を受けていない中小事業主についても、上記①～③を任意で公表できます。
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中小事業主の特例の適用により特例認定を受けた場合、特例を適用した事由に関する男
性労働者数を公表してください。

① 公表前事業年度において小学校就学の始期に達するまでの子について、子の看護等休
暇を取得した男性労働者数（１歳に満たない子のために当該休暇を取得した場合を除
く。）

② 公表前事業年度において短時間勤務制度等を子の養育のために利用した男性労働者数

③ 公表前事業年度において育児目的休暇制度を15 歳に達する日以後の最初の３月31 
日までの間にある子又は小学校就学前までの孫のために利用した男性労働者数

労労働働者者数数がが330000人人以以下下のの一一般般事事業業主主のの特特例例をを受受けけてて特特例例認認定定をを受受けけたた場場合合

公表前事業年度に

・育児休業等をした男性労働者数
・小学校就学の始期に達するまでの子について
育児目的休暇制度を利用した男性労働者数

公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者数

（小数第１位以下切り捨て）

の合計数 育児休業等及び育児目

的休暇制度を利用した

男性労働者数の合計数

の割合（％）

＝

(３)公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、公表前事業年度に
おいて育児休業等をした男性労働者数及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者数
の合計数の割合と育児目的休暇制度の具体的内容

公
表
・
取
消

公表前事業年度に育児休業等をした男性労働者数

公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者数

（男性労働者の育児休業等の取得に関する状況）
以下の(１)から(３)について公表すること。
(１)公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者数
(２)公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、公表前事業年度に

おいて育児休業等をした男性労働者数の割合

＝ 育児休業等をした

男性労働者数の割合（％）

（小数第１位以下切り捨て）

公表事項１

■■公公表表事事項項
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○中小事業主については別途、公表前事業年度とその前の一定期間（最長３年間）を
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